鈴シ発第　６５　号
令和２年 ２月 ３日

　派遣先事業所　様

　　　　　　　　（派遣元）
　　　　　　　　　　　公益社団法人　鈴鹿市シルバー人材センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　寺田　重和　（公印省略）
（三重県シルバー人材センター連合会鈴鹿市事務所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　派遣労働者の同一労働同一賃金に係る情報提供について（お願い）

平素は、シルバー人材センター事業の運営に、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、国の働き方改革の一環として、派遣労働者の待遇改善を目的に、令
和２年４月１日から、改正「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律（改正労働者派遣法）」が施行され、企業規模に関
わりなく同一労働、同一賃金の規定が適用されることになりました。
　この法律に基づき、シルバー人材センターでは労働者派遣契約の締結に当たり、派遣元事業主として派遣労働者（会員）に対して、業務内容等が同じと見込まれる派遣先事業者様の労働者とそれぞれの待遇を比較し、働き方に応じた賃金等の待遇を決定することになりました。（派遣先均等・均衡方式を採用）
　つきましては、シルバー派遣会員と同種の業務に従事している派遣先事業者様が雇用する労働者（比較対象労働者：仕事の内容、責任の程度、転勤や昇進の範囲が同じような労働者）の情報を別紙により提供していただきますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　対象とする労働者派遣契約
[bookmark: _GoBack]　　令和２年４月１日以降に締結する契約及び同日をまたぐ契約
２　比較対象労働者の情報提供用資料
（Ａ３用紙：シルバー派遣を利用されるみなさまへ）
　・記入例をご参照のうえ、必要事項等をご記入ください。
・御社との労働者派遣個別契約書に記載されている項目【就業条件】の【業務内容】単位で作成してください。
・用紙に切取線がありますが、切り取らずに送付してください。電子データを
使用される場合は、鈴鹿市シルバー人材センターのＨＰから入手してくだ
さい。　http://www.suzuka-sjc.or.jp/
３　送付先
　ご多忙中恐縮ですが、２月末日までに下記へご返送ください。ご返送方法は、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかでお願いします。
　公益社団法人　鈴鹿市シルバー人材センター
〒513-0801
　　　鈴鹿市神戸一丁目１７番５号
　　　TEL　059-382-6092　
　　　FAX　059-382-6093
　　　E-mail: suzuka-sjc＠sjc.ne.jp
４　参考
（１）派遣料金について
　　ご提供いただいた情報をもとに、派遣会員の待遇を検討・決定いたしますが、待遇を改善するに当たり、派遣料金の見直しが必要となった場合は、ご配慮をいただきますようお願いいたします。
（２）年度をまたぐ契約について
　　　当該契約は、今年度中に従前の就業条件により契約更新させていただきますが、ご提供いただく比較対象労働者の情報により、派遣会員の待遇改善が必要となり契約内容を変更する場合は、４月１日付で契約変更の手続きをさせていただきます。
５　お問い合わせ先
　鈴鹿市シルバー人材センター　担当：松下・山田









